
議案第４８号

令和４年度 天理市一般会計補正予算（第７号）

令和４年度天理市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０８，８５５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，８９９，１４２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表地方債補正」による。

令和４年12月５日提出

天理市長 並 河 健



11 6,122,033 240,066 6,362,099

1 地方交付税 6,122,033 240,066 6,362,099

13 185,261 1,220 186,481

1 分担金 249 1,220 1,469

15 6,067,979 53,665 6,121,644

1 国庫負担金 3,748,840 47,500 3,796,340

2 国庫補助金 2,302,630 6,165 2,308,795

16 2,139,053 32,595 2,171,648

1 県負担金 1,399,047 23,750 1,422,797

2 県補助金 570,185 8,715 578,900

3 委託金 169,821 130 169,951

19 960,576 △24,205 936,371

1 基金繰入金 924,111 △24,205 899,906

21 893,889 42,628 936,517

5 雑入 671,309 42,628 713,937

22 802,720 △37,114 765,606

1 市債 802,720 △37,114 765,606

27,590,287 308,855 27,899,142

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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1 239,479 △89 239,390

1 議会費 239,479 △89 239,390

2 3,696,708 139,048 3,835,756

1 総務管理費 3,064,378 139,971 3,204,349

2 徴税費 251,325 718 252,043

4 選挙費 96,431 △1,527 94,904

5 統計調査費 11,183 13 11,196

6 監査委員費 24,364 △127 24,237

3 12,363,464 98,139 12,461,603

1 社会福祉費 6,021,688 45,413 6,067,101

2 児童福祉費 5,087,049 53,331 5,140,380

3 生活保護費 1,254,276 △605 1,253,671

4 2,709,601 △2,343 2,707,258

1 保健衛生費 1,146,873 8,831 1,155,704

2 清掃費 1,562,728 △11,174 1,551,554

5 43,509 △247 43,262

1 労働諸費 43,509 △247 43,262

6 402,273 2,454 404,727

1 農業費 359,402 2,180 361,582

2 林業費 42,871 274 43,145

7 281,953 △418 281,535

1 商工費 281,953 △418 281,535

8 2,103,845 3,049 2,106,894

1 土木管理費 125,532 △278 125,254

2 道路橋りょう費 217,152 834 217,986

4 都市計画費 1,671,632 2,493 1,674,125

歳　　出

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林費

商工費

土木費

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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10 2,240,533 55,462 2,295,995

1 教育総務費 469,117 △926 468,191

2 小学校費 371,836 31,259 403,095

3 中学校費 215,126 12,634 227,760

4 幼稚園費 464,161 5,355 469,516

5 社会教育費 301,666 6,524 308,190

6 保健体育費 418,627 616 419,243

11 14,452 13,800 28,252

1 農林業施設災害復旧費 1,520 13,800 15,320

27,590,287 308,855 27,899,142

教育費

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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第２表　地方債補正

１　追加
起債の目的

千円

災 害 復 旧 事 業

計

２　変更

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

千円 千円

臨時財政対策債

 計

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

600 証書借り入れ又は証券発行

年 5.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる場合
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利

率）

政府資金についてはその融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものとす
る。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮

し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。

600

補　正　前 補　正　後

312,520 274,806 

312,520 274,806 

起債の目的

証書借り
入れ又は
証券発行

年 5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合につい

て、利率の見
直しを行った
後において

は、当該見直
し後の利率）

政府資金につい
てはその融資条
件により、銀行
その他の場合に
はその債権者と
協定するものと
する。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及
び償還期限を短
縮し、又は繰上
償還もしくは低
利に借換えする
ことができる。

証書借り
入れ又は
証券発行

年 5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合につい

て、利率の見
直しを行った
後において

は、当該見直
し後の利率）

政府資金につい
てはその融資条
件により、銀行
その他の場合に
はその債権者と
協定するものと
する。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及
び償還期限を短
縮し、又は繰上
償還もしくは低
利に借換えする
ことができる。
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